
金
融
商
品
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

参
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平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
六
日

政
府
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
十
分
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

一

実
体
経
済
を
支
え
つ
つ
、
成
長
産
業
と
し
て
経
済
を
リ
ー
ド
す
る
と
い
う
我
が
国
金
融
業
が
果
た
す
べ
き
役
割
を
踏
ま
え
、

取
引
の
公
平
性
・
公
正
性
の
確
保
に
留
意
し
つ
つ
、
市
場
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
及
び
向
上
を
通
じ
て
、
我
が
国
金
融
資
本
市
場

の
国
際
的
な
魅
力
を
高
め
、
ア
ジ
ア
を
中
心
に
、
国
内
外
の
資
金
を
引
き
寄
せ
て
い
く
た
め
の
取
組
を
推
進
す
る
こ
と
。

一

東
京
証
券
取
引
所
と
大
阪
証
券
取
引
所
の
経
営
統
合
に
当
た
っ
て
は
、
我
が
国
取
引
所
の
国
際
金
融
セ
ン
タ
ー
と
し
て
の

プ
レ
ゼ
ン
ス
向
上
の
観
点
か
ら
、
上
場
会
社
に
お
い
て
取
締
役
で
あ
る
独
立
役
員
が
十
分
に
確
保
さ
れ
る
よ
う
、
国
際
的
に

遜
色
の
な
い
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
水
準
を
担
保
す
る
取
引
所
規
則
等
の
整
備
に
注
力
す
る
こ
と
。

一

証
券
・
金
融
、
商
品
の
垣
根
を
取
り
払
っ
た
総
合
的
な
取
引
所
を
早
期
に
実
現
し
、
利
用
者
利
便
の
向
上
、
取
引
の
活
性

化
、
国
際
競
争
力
の
強
化
を
図
る
た
め
、
金
融
庁
、
農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省
が
連
携
し
て
、
取
引
所
等
の
関
係
者
に
対

し
、
総
合
的
な
取
引
所
創
設
に
向
け
た
取
組
を
促
す
と
と
も
に
、
口
座
・
税
制
の
一
元
化
等
の
課
題
に
取
り
組
む
こ
と
。

一

Ａ
Ｉ
Ｊ
投
資
顧
問
に
よ
る
年
金
資
産
運
用
問
題
を
め
ぐ
っ
て
は
、
投
資
一
任
業
者
の
違
法
行
為
に
よ
り
多
額
の
年
金
資
金

が
失
わ
れ
た
こ
と
に
鑑
み
、
他
に
問
題
と
な
る
よ
う
な
事
案
が
な
い
か
、
検
査
・
監
督
に
お
い
て
迅
速
か
つ
適
切
に
対
応
す

る
と
と
も
に
、
投
資
一
任
業
者
等
の
違
法
行
為
に
係
る
罰
則
の
強
化
を
始
め
、
金
融
実
務
を
踏
ま
え
た
実
効
性
あ
る
再
発
防

止
策
を
速
や
か
に
策
定
し
、
そ
の
実
現
を
図
る
こ
と
。

一

今
般
、
証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
に
よ
り
公
募
増
資
に
関
連
し
た
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
の
違
反
事
案
が
続
け
て
摘
発

さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
こ
れ
ら
の
事
案
が
、
我
が
国
市
場
の
透
明
性
、
公
正
性
に
対
す
る
信
頼
を
揺
る
が
す
も
の
で
あ
る



こ
と
に
鑑
み
、
市
場
の
活
力
や
公
募
増
資
の
実
務
に
も
十
分
配
意
し
つ
つ
、
情
報
漏
え
い
事
案
に
対
す
る
規
制
強
化
や
罰
則

・
課
徴
金
強
化
を
含
め
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
の
抜
本
的
見
直
し
を
行
う
こ
と
。

一

金
融
資
本
市
場
を
取
り
巻
く
環
境
が
大
き
く
変
化
す
る
中
、
近
時
に
お
け
る
投
資
一
任
業
者
に
よ
る
違
法
行
為
、
公
募
増

資
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
事
案
へ
の
証
券
会
社
及
び
運
用
会
社
の
関
与
な
ど
も
踏
ま
え
、
市
場
監
視
機
能
の
強
化
を
図
り
、
そ
の
実

効
性
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
情
報
収
集
・
分
析
の
た
め
の
体
制
整
備
な
ど
投
資
一
任
業
者
、
証
券
会
社
そ
の
他
の
金
融
機

関
に
対
す
る
検
査
・
監
督
を
強
化
す
る
こ
と
。
そ
の
際
、
任
期
付
外
部
登
用
の
活
用
等
に
よ
る
優
秀
な
人
材
の
確
保
と
職
員

の
専
門
性
の
向
上
に
十
分
努
め
る
こ
と
。
あ
わ
せ
て
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
や
相
場
操
縦
規
制
の
実
効
性
の
確
保
に
資

す
る
市
場
監
視
機
能
の
強
化
に
当
た
っ
て
は
、
金
融
商
品
取
引
所
に
お
け
る
取
引
調
査
機
能
の
一
層
の
充
実
等
に
も
留
意
す

る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


